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認可外保育施設におけるICT化推進等事業実施要領

１ 略

２ 対象施設

（１）略

（２）３（２）の事業を実施する場合

児童福祉法第59条の２に基づく届出を行っている認可外保育施設であって、「認可外保育施

設指導監督基準を満たす旨の証明書の交付について」（令和６年３月29日付こ成保第218号こ

ども家庭庁成育局長通知）に定める証明書の交付を受けている又は交付予定の施設とする。

３ 略

４ 留意事項

（１）略

（２）１施設１回に限り補助するものとする。

（３）システムを導入するに当たっては、入札の実施や複数業者から見積書を取得する等に限

り適正価格での購入等を行うこと。

（４）導入を行うシステム等の機能及び費用が確認できる資料を提出すること。また、システ

ム等導入のスケジュールや保育士等の業務負担を軽減するための計画、システム等導入のスケ

ジュールや保育士等の業務負担を軽減するための計画、システム等を販売する事業者からの支

援体制等を記載したシステム等導入の実施計画書を提出すること。

（注）安全計画

「認可外保育施設に対する指導監督の実施について」（令和６年３月29日こ成保第206号こど

も家庭庁成育局長通知）の（別添）認可外保育施設指導監督基準において、各施設において策

定することとされた安全計画

認可外保育施設における睡眠中の事故防止対策事業実施要領

１ 事業の目的

既存施設の改修等により、利用児童にとっての保育環境の改善を図るとともに、子どもを

安心して育てることができる体制整備を行うことを目的とする。

２ 対象施設

認可外保育施設（児童福祉法（昭和22年法律第164号。以下「法」という。）第59条の２に

基づく届出を行っている施設（法第６条の３第11項に規定する業務を目的とする施設（以下

「認可外の居宅訪問型保育事業」という。）を除く。）であって、「認可外保育施設指導監督基

準を満たす旨の証明書の交付について」（平成17年１月21日付厚生労働省雇用均等・児童家庭

認可外保育施設におけるICT化推進等事業実施要領

１ 略

２ 対象施設

（１）略

（２）３（２）の事業を実施する場合

児童福祉法第59条の２に基づく届出を行っている認可外保育施設であって、「認可外保育

施設指導監督基準を満たす旨の証明書の交付について」（平成17年１月21日付雇児発

0121002号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知）に定める証明書の交付を受けている又は

交付予定の施設とする。

３ 略

４ 留意事項

（１）略

（２）新設

（２）システムを導入するに当たっては、入札の実施や複数業者から見積書を取得する等に

より適正価格での購入等を行うこと。

（３）導入を行うシステム等の機能及び費用が確認できる資料を提出すること。また、シス

テム等導入のスケジュールや保育士等の業務負担を軽減するための計画、システム等導入の

スケジュールや保育士等の業務負担を軽減するための計画、システム等を販売する事業者か

らの支援体制等を記載したシステム等導入の実施計画書を提出すること。

（注）安全計画

「認可外保育施設に対する指導監督の実施について」（平成13年３月29日雇児発第177号）

の（別添）認可外保育施設指導監督基準において、各施設において策定することとされた安

全計画
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局長通知）に定める証明書（以下「証明書」という。）の交付を受けている又は交付予定の施

設とする。ただし、地方公共団体が運営するものを除く。

３ 対象事業

睡眠中の事故防止対策に必要な機器の購入等を行う事業。

４ 対象事業の制限

（１）次に掲げる事業については、対象としないものとする。

①国が別途定める国庫負担金、補助金、交付金の対象となる事業

②施設整備を目的とする事業（土地や既存建物の買収、土地の整地等を含む。）

③既存施設の破損や老朽化に伴う改修・修繕を目的とする事業

（２）本事業の実施については、補助を受けてから10年経過後に再度実施することができ

る。

なお、災害等やむを得ない事情により再び同様の事業を実施する場合はこの限りで

はない。

５ 実施要件

実施については、以下①～④を満たすものとする。

① 対象児童については、０～２歳の児童を対象とする。ただし、３歳以上の児童であっ

ても、当該児童の発育状況等により、②に定める対象機器を使用する必要があると自治体

が認める場合は対象とする。

② 対象機器については、①に定める対象児童の睡眠中の事故を防止するために、睡眠中

の児童の体動や体の向きを検知するなどの機能を持つ機器その他これらと同等の機能を持

つ機器（例：午睡チェック、無呼吸アラームなど）とする。

※機器の選定に当たっては、実施主体において、「医薬品、医薬機器等の品質、有効性及

び安全性の確保等に関する法律」（昭和35年法律第145号）に基づく医療機器の製造販売の

承認等がなされていることや保育所等での導入実績があることなど、安全性等を十分に考

慮した上で決定すること。

③ 本事業による機器の導入は、安全確保業務の代替となるものではなく、例えば、保育

士の事務負担を軽減し、午睡中の見守りに専念することができるなど、あくまでも保育の

質の確保・向上の一環として、安全かつ安心な保育環境の確保に資する補助的なものであ

る。このため、機器を導入した場合においても、「教育・保育施設等における事故防止及び

事故発生時の対応のためのガイドラインについて」（平成28年３月31日付内閣府子ども・子

育て本部参事官、文部科学省初等中等教育局幼児教育課長、厚生労働省雇用均等・児童家

庭局保育課長通知）等に基づき、安全な保育環境の確保に努めること。

④ 機器の使用対象となる児童の数以上に機器を購入する場合、及び機器の使用対象とな

る児童に対して複数の機器を購入する場合は本事業の対象外とする。



新 旧

感染症対策のための改修整備等事業実施要領

１ 事業の目的

既存施設の改修等により、利用児童にとっての保育環境の改善を図るとともに、子どもを

安心して育てることができる体制整備を行うことを目的とする。

２ 実施主体

この事業の実施主体は、市町村（中核市を除く。）とする。

なお、市町村が認めた者へ委託等を行うことができる。この場合において、市町村は、委

託等先との連携を密にし、事業に取り組むとともに、委託等先から定期的な報告を求めるも

のとする。

３ 事業の内容

感染症対策のために必要となる改修や設備の整備等を行う事業。

４ 対象施設

保育所及び認定こども園（地方裁量型認定こども園を除く）、地域型保育事業（居宅訪問型

保育事業を除く。）を行う事業所

５ 対象事業の制限

（１）次に掲げる事業については、対象としないものとする。

①国が別途定める国庫負担金、補助金、交付金の対象となる事業

②施設整備を目的とする事業（土地や既存建物の買収、土地の整地等を含む。）

③既存施設の破損や老朽化に伴う改修・修繕を目的とする事業

（２）本事業の実施については、補助を受けてから10年経過後に再度実施することができる。

なお、災害等やむを得ない事情により再び同様の事業を実施する場合はこの限りではな

い。

新設


